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産業政策課 

アスベストの除去等に係る融資制度について 

 

 
１ 目 的 

 中小企業者が，自らの施設のアスベスト除去を行う場合の金融支援として，これ

までは災害対策融資として，南関東地域の直下型地震の対象地域に指定された２１

市町村において実施してまいりましたが，H17 年１０月から対象地域を県内全域に
拡大いたしました。 
 

２ 事業概要 

【災害対策融資の概要】 
 緊急対策 地震災害予防対策 

融資対象 知事が認めた災害その他突発的事由の
発生により経営の安定に支障を来してい

る者 

対象地域内の地震災害予防対策を行う者 

融資条件 設備 5000 万円（10 年以内，据置３年） 
運転 3000 万円（7 年以内，据置２年） 
併用 5000 万円（7 年以内，据置２年） 
 
融資金利（保証付） 
1.6%（3 年）～1.9%（10 年）+保証料 
 ※保証料補助（５割），損失補償あり 
 
 
※適用事例 
H10 大雨災害（那珂川氾濫等） 
H11 放射線事故 

設備 5000 万円（10 年以内，据置３年） 
運転 3000 万円（7 年以内，据置２年） 
 
 
融資金利 
保証付：1.5%（3 年）～1.8%（10 年） 

+保証料 
保証無：2.0%（3 年）～2.3%（10 年） 
 
 
※金利の優遇 
  ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ融資に比較して，0.1%低利とな
っている。 

 

 

 

 

【一部拡大の内容】 
 変更前 変更後 

対象区域 南関東直下型地震の対象地域（21
市町村） 
土浦市，古河市，龍ヶ崎市，水海道市，取

手市，牛久市，つくば市，潮来市，守谷

市，坂東市，稲敷市，神栖市，行方市，阿

見町，河内町，伊奈町，谷和原村，石下

町，五霞町，境町，利根町 

アスベスト除去に係る対象区域を

県内全域とする。 

 

３ 申込窓口 

  商工会議所又は商工会 



　　　　　　　住宅課

◇ 融資対象建物

◇ 融資対象工事等
アスベストの調査・分析費用（ただし，除去等工事に伴うものに限る）

露出された吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付材の除去等工事費用

（除去・封じ込め及び囲い込み工法）

アスベスト除去等工事後の法令遵守の代替工事費用

アスベストの処分費用

◇ 融資条件
融資限度額 償還期間 融資利率

償 還 期 間 　３年以内 年２．０％

ただし，県税を滞納している者又はアスベスト除去 　３年超～５年以内 年２．１％

対策に関して，他の補助金・貸付金又は利子補給 　５年超～７年以内 年２．２％

等の助成を受けている者は融資対象外 　７年超～１０年以内 年２．３％

◇ 協調倍率
県：金融機関

◇ その他
○　保証関係については、金融機関所定の取扱いによる。

○　３年間限定の融資制度（平成２１年３月３１日限り）

○　資金は前渡し融資

※　融資枠については、「災害対策融資制度」を活用　

【担当窓口】

茨城県土木部都市局住宅課

民間住宅・住宅指導担当

TEL　029-301-4759

FAX　029-301-4779

５００万円

１０年以内

　１　：　１．３

アスベストの除去等に係る融資制度について

～茨城県個人住宅アスベスト除去対策融資制度概要～

一戸建て住宅，兼用住宅又は共同住宅の住宅部分
（ただし、賃貸住宅は除く）

対 象 建 物

対 象 工 事 等
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アスベスト除去等に係る融資制度について 
                                         農業経済課 

 農業用施設等のアスベスト除去等を行う場合は，農業近代化資金，農林漁業金融公庫資金を活用できます。 

資金名 農業近代化資金 農業経営基盤強化資金 
（スーパーL資金） 経営体育成強化資金 

貸付対象者 
認定農

業者 
 

認定農

業者以

外の農

業者 
 

農協等

 
認定農業者 

 
認定農業者以外の農業者 

 

償還（据置）期限 
１５

（７）年

以内 

１５

（３）年

以内 

２０

（３）年

以内 
２５年（１０）以内 

 
２５年（３）以内 

貸付限度額 
個人 １，８００万円

法人 ２億円 
１５億円

 
個人 １億５千万円 
法人 ５億円 

個人 １億５千万円 
法人 ５億円 

融資率 100％ 80％ 80％ 100％ 80％ 
貸付利率

（H19.4.18現在） 
0％～
1.85％ 1.9％ 1.9％ 0％～1.9％ 1.9％ 

 
問い合わせ先 
茨城県農林水産部農業経済課 
金融グループ 
電話 029-301-3866 

 



漁政課

 　沿岸・沖合漁業者を中心として、漁船・漁具・養殖施設等装備の高度化を図り漁業経営の近代化を促進する目的で、       

長期かつ低利の資金を融通する系統金融機関に対し、県が利子補給を行うものです。

利率は平成１９年５月２３日現在
融資 基準 利子 貸付 償還期限

機関 金利 補給率 利率 （うち、据置)

（百万円） 20 トン未満漁船の建造・取得・ ％ ％ ％ 年 漁業を営む 漁業者

改造 中金 2.95 1.05 １５（３） 個人、法人 ★　２０トン以上の漁船の資金借受者

漁船建造 船舶用機器の取得 信漁連 3.15 1.25 木船 　　　　　　　　　　　　　３６，０００万円

取 得 等 20 トン以上130トン未満 中金 2.95 0.90 ９（２） 漁業生産組合

漁船の建造・取得・改造 信漁連 3.15 1.10

中金 2.95 1.05

信漁連 3.15 1.25 7（２） 水産加工業 　　　　　　　　　　　　　１２，０００万円

漁船漁具保管修理施設 を営む個人、

漁業用資材保管施設 法人 ★　二以上の複合経営

漁船用油水供給施設 　　　　　　　　　　　　　１５，０００万円

養殖・蓄養池 漁業協同組合

600 水産種苗生産施設 個人 ★　上記以外の生産組合・漁業法人・

養殖用作業舎 １５（３） 漁業協同組合 　　水産加工業者、個人のうち２０トン

水産物保蔵施設 組合 　　施設資金借受者・水産養殖残業者

水産物加工施設 ２０（３） 水産加工業 　　（個人）　　　　　　　　　　　　　　　

製氷冷凍施設 協同組合 　　　　　　　　　　　　　　 　９，０００万円　

水産物等運搬施設 ★　　上記以外の個人

水産物販売施設 水産加工業 　　　　　　　　　　　　　１８，０００万円

漁業用通信施設 協同組合

漁場改良造成用機具 連合会 ★　　上記の限度額を超えて借受けす

漁船用油水供給用機具 　　　る場合は農林水産大臣の承認を

水産種苗生産用機具 個人 その他の団体、 　　　必要とします

養殖用餌料調整供給用機具 ７（２） 法人

養殖水産物収穫用機具 組合 　　　　　　　　　　　　　　 １５，０００万円

水産物等運搬用機具 １０（２）

生産・経営管理情報処理用 ★　　漁村給排水施設資金

機具 　　　　　　　　　　　　　　 １２，０００万円

漁 具 等 漁具、養殖いかだ 中金 2.95 1.05
取
得

養殖施設 信漁連 3.15 1.25 ★　　漁家民宿施設資金、特定の漁家

種苗購入 養殖種苗の購入及び育成、 中金 2.95 1.05 　　　住宅資金

育 成 増殖種苗の購入又は育成資金 信漁連 3.15 1.25 　　　　　　　　　　　　　　 １８，０００万円

漁村情報処理・通信施設

漁船船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集会施設、 　　　 漁協等

漁村環境 託児施設、診療施設、水道 　　　　　　　　　　　　　　１２０，０００万円
整
備

施設、ガス供給施設、下水道

（共同利用） 施設、地域休養施設、漁村セ

ンター、生活安全保護施設、

連絡道及び廃棄物処理施設

※貸付利率：借受者が負担する金利で、金融情勢の変化により変わることがあります。

（共同施設の場合は融資機関に関わらず基準金利2.3%利子補給率0.4%貸付利率1.9%）

アスベスト対策としての具体例（融資をうける際は茨城県農林水産部漁政課までお問い合わせください）

　　・漁船漁具保管施設や水産物処理施設等にアスベストが使われていた際に、
　　　アスベストを除去することを主目的に改造する

　　・各種機具等にアスベストが使われていた場合の買い換え
問い合わせ先

　　・アスベストを除去しただけで、生産性の向上等漁業の近代化につながら無いものは対象茨城県農林水産部漁政課
経営組合グループ

4 電話 029-301-4075

アスベストの除去等にかかる融資制度について

3.15 1.25

機械機具
養殖用肥料薬剤、施用機具

取
得

信漁連

施設造成
水産物処理施設

融資率

80%
以内

1.90

機器

1.90 連合会 　　未満漁船資金借受者・漁船漁業用

★　水産養殖業者（法人）

★　　初度的経営資金1.90

取 得

資金種類 融資枠 資金の内容 融資対象者 貸付限度額

船舶用機器の取得・改造

2.05

1.90

2.30 0.40 1.90 ２０（３）

1.90 ５（２）

1.90 ５（２）

中金 2.95 1.05

融資
機関
に関
らず

信漁連 3.15 1.25

中金 2.95 1.05

　漁業近代化資金　漁業近代化資金




